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３．羽田空港再拡張の検討経緯

（１）第７次空港整備七箇年計画（平成８年１２月答申）にお

いて 「東京国際空港は、沖合展開事業が完成しても国内、

線で２１世紀初頭には再びその能力が限界に達することが

予測される。したがって、首都圏における将来の航空需要

に対応するため、海上を中心とした新たな拠点空港を建設

することを前提として、事業着手をめざし、関係地方公共

団体と連携しつつ、総合的な調査検討を進める必要があ

る 」とされた。。

これを受けて、平成１２年９月から、学識経験者、関係

地方公共団体等からなる首都圏第３空港調査検討会（座長

：中村 英夫 武蔵工業大学教授）を航空局において開催

し、広く意見を聞きながら、羽田空港の再拡張案と公募に

より提案された海上に新たな拠点空港を建設する案等の１

５の候補について種々検討を行ってきた。

【資料：３－３，３－４】

（２）その結果、平成１３年７月に開催された第６回調査検討

、 、 、会において 羽田空港の再拡張案が 他の候補と比較して

既存ストックの有効活用、アクセス等の旅客利便性等の観

点から大きな優位性があるため、これを優先して推進する

こととされた。

また、その際 「羽田は国内線の、成田は国際線の拠点、

空港である」との基本的考え方は維持しつつ、容量拡大後

の余裕枠に国際線を受入れることを視野に入れて検討を進

めることとされた。

（３）さらに、平成１３年８月に都市再生本部（本部長：内閣

総理大臣）において決定された都市再生プロジェクト（第

二次決定）において、大都市圏における空港機能の強化と

して 「国際化を視野に入れつつ東京国際空港(羽田空港)、



の再拡張に早急に着手し４本目の滑走路を整備する」こと

とされた。

（４）これらを受けて、羽田空港の再拡張について、東京港に

おける船舶航行の安全や港湾機能の確保、多摩川への影響

の回避等の課題につき、関係者と鋭意調整を行った結果、

平成１３年１２月 「羽田空港の再拡張に関する基本的考、

え方」を国土交通省として決定し、新たな滑走路は、現滑

走路の南側海上に現Ｂ滑走路と平行に設けることを確定し

た。

【資料：３－５～３－８】



首都圏第３空港調査検討会（座長；中村英夫 武蔵工業大学教授） 

における検討の経緯 
 
○第１回  平成１２年 ９月２６日 

首都圏第３空港の必要性 

 

○第２回  平成１２年１２月１５日 
・ 首都圏第３空港候補地抽出に当たっての視点 

・ 羽田空港再拡張案 ( 定期航空協会の提案及び東京都の提案 ) の紹介 
 

○第３回  平成１３年 １月２３日 
・ 有識者との意見交換 

・ 羽田空港再拡張案（B 平行案及び C 平行案）に関する検討課題等について整理 

 

○第４回  平成１３年 ３月２８日 
・ 提案された候補地について、提案内容を紹介 

・ 羽田再拡張について、B 平行案と C 平行案を比較検討の結果、処理能力が高く、定時安定

性に優れている B 滑走路平行案をベースに検討すること。 

 
○第５回  平成１３年 ５月３０日 

・ 提案された各候補地の課題を整理。 

・ 陸域については、拠点空港としての活用は、航空機騒音等の課題があり、困難。 

 
○第６回  平成１３年 ７月３１日 

・ 羽田空港の再拡張については、他の候補地と比較し、既存ストックの活用、アクセス等

の旅客利便等の観点から、大きな優位性があるため、これを優先して推進することが適

当である。 

・ 羽田空港の再拡張については、「羽田は国内線の、成田は国際線の拠点空港である」と

の基本的考え方は維持しつつ、容量拡大後の余裕枠に国際線を受入れることを視野に入

れて検討を進める。 

・ 将来の首都圏の航空需要を考慮すると、いずれ第３空港が必要であり、首都圏第３空港

の８つの候補地について更に検討を行い、絞り込みを進める｡ 

 

○第７回  平成１４年１月３０日 

・羽田空港の再拡張に関する基本的考え方について報告 

・首都圏第３空港についての今後の調査検討の進め方について 
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羽田空港の再拡張に関する基本的考え方

羽田空港の再拡張は、下記のとおり、Ｂ滑走路平行案によることと

する。

記

１．新設滑走路の位置は、別図のとおりとする。

２．滑走路の新設に伴い、船舶航行の安全を確保するため、現在

の東京港第一航路の位置を変更する必要がある。

変更後の第一航路のあり方については、今後、ビジュアル操

船シミュレーションの結果等を踏まえつつ、航路屈曲角の設

定、航路の拡幅等のハード面の対策及び通航方法等のソフト

面の対策を、関係者間で総合的に検討することにより、成案

を得る。

３．上記２．の検討にあたっては、東京港における廃棄物処理と

港湾機能の確保を前提とする。

４．新設滑走路については、多摩川の河川管理上支障を生じさせ

ないよう措置するものとする。
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羽田空港再拡張案
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　新設滑走路の位置：現空港の南(Ｃ滑走路南端～新設滑走路中心までの距離１７５０ｍ）
　　　　　　　　　　Ｂ滑走路と平行
　　　　　　　長さ：２５００ｍ

　滑走路以外の施設(検討中)：連絡誘導路、エプロン、航空保安施設、ターミナル施設、
　　　　　　　　　　　　　　アクセス等　　　　　　　　　



項　目 効　果　な　ど

処　理　容　量

定時・安定性

(南風低視程時の着陸)

進入方式 従来どおりの進入方式で可能

最終進入経路の曲率 曲率が小さく、ほぼ直線進入

港湾機能への影響及
び海上交通の安全

滑走路新設に伴い変更する東京港第一航路のあり方については、東京港における廃棄物処理と港湾機
能の確保を前提とし、ハード面の対策及びソフト面の対策を、関係者間で総合的に検討する。

環境(騒音) 居住地域へＷＥＣＰＮＬ７０を超える騒音を及ぼさない。

多摩川への影響 通水性の高い構造を採用し、多摩川の河川管理上支障を生じさせないように措置する。

現Ｂ滑走路と新設滑走路の２本が使えるため、遅延・欠航は発生せず、定時・安定性を確保できる。

羽田空港再拡張の効果等

　　　　　　　　　〔現　行〕

２８便/時間注１

２７．５万回/年注２

《377便/日（754回）
注２

に相当》

　　　　　　　　〔再拡張後〕

　４０便/時間注１

　４０．７万回/年注２

　《557便/日（1114回）
注２

に相当》

に増加

１．５倍　増加
《１３．２万回/年（180便/日に相当）注２　増加》

３
－

８

本年７月
　  より

注１）１時間あたりの処理容量

注２）利便時間帯における
　　　　　定期便の発着可能回数
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４．羽田空港再拡張の意義

羽田空港については、今後とも国内航空需要の増大が見込ま

れるところであり、以下に述べる同空港再拡張の必要性・意義

に照らし、羽田空港の容量制約によるボトルネックの解消の観

点から、できる限り早急に再拡張事業に着手し、完成させる必

要がある。

【資料：４－４】

（１）発着容量の制約の解消

羽田空港の発着容量は、沖合展開事業による滑走路の新設

・誘導路の改良、運用時間の拡大、滑走路処理容量の見直し

により逐次容量の拡大を図り、増大する航空需要に適切に対

応してきたが、今後は大幅な容量の増加は見込めない状況に

ある。

このため、本年７月の増便により発着回数が限界に達した

後は、現状においては新たな増便はほとんど不可能となる。

したがって、今後も増加が予測される首都圏の国内航空需

要に適切に対応するためには、羽田空港の再拡張を行って、

発着容量の大幅な拡大を図る必要がある。

【資料：４－５】

（２）多様な路線網の形成・多頻度化による利用者利便の向上

羽田空港においては、発着容量の制約がある中で、増大す

る国内航空需要に対応するため、各航空会社は頻度（フリー

クエンシー）の面をある程度犠牲にしつつ、機材の大型化を

進めてきた。その結果、我が国においては、機材の大型化が

進んでおり､世界に比類のないくらい多くのジャンボ機（Ｂ

７４７型機）が国内線で使用されている。

しかしながら、利用者利便の観点からは、多くの地点との

間で航空ネットワークが構築されるとともに、機材のダウン

サイジングによる多頻度運航を行うことができる環境を整え



る必要がある。

また、羽田空港における発着容量の制約のため、中・大型

機の運航を優先せざるをえず、６０席以下の航空機の乗り入

、 、れを制限しているところであるが 利用者利便の観点からは

需要の細い路線についても、より小型の機材の導入により、

多頻度運航化が可能となるような環境整備が必要である。

したがって、これらを実現するためには、羽田空港の再拡

、 。張を行って 発着容量の制約を抜本的に解消する必要がある

【資料：４－６～４－１０】

（３）航空市場における真の競争を行わせるための環境整備

平成１２年２月に航空法を改正し、需給調整規制の廃止、

路線・便数や運賃設定の自由化等を行い、市場原理に基づく

事業者間の競争により利用者利便の増進を図ることとした。

また、発着枠の面においても、新規航空事業者に対して優先

配分を行うなど、競争を促進してきた。

しかしながら、国内航空ネットワークの要である羽田空港

においては、発着容量に制約があるため、航空会社が自由な

競争を行おうとしても、自由に増便等を行うことができず、

真の競争を行うことができない。

こうしたことから、航空市場における利用者利便の向上に

資する真の競争が行われるような環境整備を図るため、羽田

空港の再拡張を行い、容量制約を抜本的に解消する必要があ

る。

【資料：４－１１】

（４）国際化

現在、羽田空港の容量制約により、利便時間帯の発着枠は

国内便で満杯であるため、国際便を受け入れる余地はない。

、 ．しかしながら 羽田空港の再拡張によって発着容量が４０

７万回／年程度に増加することになれば、再拡張後の発着枠

について、国内線の多頻度運航化がどの程度進展していくか



により差はあるものの、国内線需要に対応した発着枠を確保

した後に、ある程度の余裕枠が生じると見込まれる。

したがって、この枠を活用して国際便を受入れることが可

能となり、首都圏における国際ゲートウェイ機能の強化を図

ることが可能となる。

（５）都市再生

ボーダーレスな国家間の競争や都市間の競争が激化してい

る中で、首都圏の空港の容量制約が今後とも続くことになれ

ば、我が国の国際競争力向上や経済発展のボトルネックにな

るおそれがある。

このため、成田空港の平行滑走路の早期完成を図るととも

に、羽田空港を再拡張することにより、首都圏の空港機能の

強化を行い、同時に新たな鉄道アクセスルートの整備等によ

るアクセス利便性の向上を図ることにより、国際都市に相応

しい国際交流・物流機能を確保し、首都圏ひいては我が国の

国際競争力を高め、我が国経済の牽引役とすることが喫緊の

課題となっている。

【資料：４－１２，４－１３】



羽田空港の国内旅客数の実績及び将来予測
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※）6:00～8:30の到着、20:30～23:00の出発及び23:00～6:00の発着を
除く発着可能回数。
　ただし、「利便時間帯の発着可能回数」は公用機等の枠を含むもの
であり、定期便の発着回数は現状で「定期便の発着可能回数」の上
限一杯となっている。

羽田空港の発着回数

2000

再拡張

発着回数ベースでは、現状の処理容量は限界

再拡張により、
発着容量が大幅に増大
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資料：『航空輸送統計年報』（国土交通省）

羽田空港における航空機大型化の推移

羽田空港を離発着する航空機について、１便あたりの提供座席数は約３４０人程度であり、
大型化が進んでいる。（※中型ジェット機（280席）～大型ジェット機（410席)）
ただし、ここ１０年ほど大型化傾向が鈍化している。



〔平成12年実績〕

路　　線
提供座席数

／便
年間旅客数

就航旅客便数
〔便〕

主な就航機材

B747
B777
B767
B747
B777
B747
B777

資料：『航空輸送統計年報』（国土交通省）

8,895千人

4,228千人

7,940千人

31,007

12,344

28,267

羽田～新千歳

羽田～伊丹

羽田～福岡

439

476

437

国内幹線における１便あたりの提供座席数

特に、次の３路線において、大型機材の就航が顕著



航空会社 Ｂ７４７ その他

日本航空 79機 (57.2%) 59機 (42.8%)

全日本空輸 39機 (27.3%) 104機 (72.7%)

英国航空 72機 (26.1%) 204機 (73.9%)

エールフランス 39機 (18.2%) 175機 (81.8%)

ルフトハンザ航空 42機 (13.9%) 261機 (86.1%)

ユナイテッド航空 50機 (8.4%) 544機 (91.6%)

アメリカン航空 0機 (0.0%) 701機 (100.0%)

出典：航空統計要覧。但し、全日本空輸のみ、数字で見る航空。

欧米主要各国航空会社の機材構成(1999年)
（※国際線機材を含む）
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は、羽田の値が特に大きく、パリ，フランクフルトの約２倍、ミラノ，
ニューヨークの約３倍となっている。

羽田

成田

資料：『ｴｱﾎﾟｰﾄﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ2002』（（財）関西空港調査会）
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便数（機材） ４便/日 〔B767〕 ９便/日 〔B737〕 ９便/日 〔B737〕

JAL 提供座席数 39.3万席 （100） 60.1万席 （153） 54.7万席 （139）

旅客数 24.4万人 （100） 35.0万人 （143） 32.9万人 （135）

※（　　）は、平成10年度値を100とした場合

ANA 便数（機材） １４便/日 〔B767〕 １４便/日 〔B767〕 １４便/日 〔B767〕

ANK 便数（機材） ２便/日 〔B737〕 ２便/日 〔B737〕 ２便/日 〔B737〕

JAS 便数（機材） ２便/日 〔MD90〕 ２便/日 〔MD90〕 ２便/日 〔MD90〕

117.3万人 （100） 137.1万人 （117） 138.5万人 （118）総旅客数（JAL含む）

〔 参   考 〕

平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度

平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度

小型多頻度化による利用者増加の例
（名古屋～福岡線）

※提供座席数(代表的な座席数）

　　B767…230～290席
　　B737…120～160席
　MD90…170席　　 　資料：数字で見る航空2002（国土交通省航空局監修）



（注）１．13年度は、速報値
　　　２．旅客収入には「航空保険特別料金」による収入が含まれていない。 資料：国土交通白書（平成13年度）など
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発着枠（回/日）

３者平均ｲｰﾙﾄﾞ(円/人ｷﾛ)

〔イールド：輸送人キロ当りの旅客収入〕

国内線におけるイールド（平均運賃）の推移（大手３社） 及び 羽田空港の発着枠の推移

Ｃ滑走路 供用開始

運用時間拡大

幅運賃制度導入

ﾀﾞﾌﾞﾙ・ﾄﾘﾌﾟﾙﾄﾗｯｸ化
基準の見直し

Ｂ滑走路 供用開始

需給調整規制の廃止
運賃･料金規制の
　　　事前届出制化

新規航空会社の参入

スカイマーク
エアドゥ



都市再生プロジェクト（第二次決定） （抄）

平成１３年８月２８日
都 市 再 生 本 部 決 定

．大都市圏における国際交流・物流機能の強化Ⅰ

大都市圏の国際競争力を高め、我が国経済の牽引役とするため、
国際都市に相応しい国際交流・物流機能を確保する。

１．大都市圏における空港の機能強化と空港アクセスの利便性向上

１ 大都市圏の拠点空港である新東京国際空港 東京国際空港 再（ ） 、 （
拡張 、関西国際空港（２期）及び中部国際空港について、需）
要に応じて時機を失することなく整備するとともに、アクセス
の利便性向上を図る。

（２）特に増大する需要への対応が遅れている首都圏においては、
以下に掲げる施策について、その早期実現を図る観点から、そ
れぞれ整備目標を明示しつつ一体的に推進する。
①空港の機能強化

新東京国際空港（成田空港）の平行滑走路の早期完成を図
るとともに、国際化を視野に入れつつ東京国際空港（羽田空
港）の再拡張に早急に着手し４本目の滑走路を整備する。

②アクセスの利便性向上
アクセスの利便性向上については、可能な限りの施策を集

中的に投入する。この方針の下に、以下に掲げる施策を推進
する。
○都心と成田空港間、更に両空港間を短時間で結ぶ、新たな

鉄道アクセスルート（北総開発鉄道北総・公団線を延伸し
て成田空港へ至る路線）の早期整備

○首都圏北部と成田空港間のアクセス時間を大幅に短縮す
る新たな道路アクセスルートとして、東京外かく環状道路
の東側区間の早期整備と北千葉道路の計画の早期具体化

○首都圏及びその周辺地域から東京駅を経由した両空港へ
のアクセス利便性を向上させる、都営浅草線の東京駅接着
及び追い抜き線新設の早期実現

○横浜方面から羽田空港への直接乗入れを可能とする、京急
蒲田駅改善事業の早期実施



成田空港の整備

羽田空港の再拡張

京急蒲田駅改善事業

成田新高速鉄道アクセスの整備都営浅草線東京駅接着等

京成

ＪＲ

東京

羽田空港

成田空港

京急蒲田

日暮里 京成高砂

印旛日本医大

・北千葉道路の計画の早期具体化

・外環道東側の早期整備

アクセス道路の整備

・両空港と東京駅との直結化

・浅草橋駅付近追い抜き線新設

・羽田空港への横浜方面から
　の直通運転化　等

・2,500ｍ平行滑走路の早期完成

・空港容量の大幅拡大

至東銀座駅

八重洲北口地区

八重洲
南口地区

東京駅
日本___橋駅

宝町駅

新
駅

構想ルート（案）

東京駅
日本橋駅

宝町駅

至東銀座駅

新駅

・都心～成田空港：現行1時間弱→30分台へ

・羽田空港～成田空港：現行約105分→概ね70分へ

・国際化を視野にいれつつ、
　空港容量の抜本的拡大

首都圏空港の機能強化による都市再生

Ｃ滑走路　
3,000m

Ａ滑走路
　3,000m

Ｂ滑走路　2,500m

新設滑走路

　2,500m

連絡誘導路




